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2023 年度 事業計画書 
 

(2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで) 
 

１ 事業の目標・計画 
（１） 中期 3 か年計画を策定し、事業の充実を図る。 

    強化方針、活動予定、組織改革を中心に目標を設定する 

（２） 日越国交樹立 50周年の年として、記念行事を実施する。 

     ① ベトナムに関する関心を高め、学習する機会として、講演会（セミナー）を企画・実

施する。 

     ② ベトナムの現地友好関係団体を表敬訪問し、交流の諸課題の協議と今後の「ベトナム

旅行」の計画につなげる。 

（３） 交流のための諸行事を再開・実施する。 

・会員懇親会 （６月１５日） 

・参加型： 国際フェスタ （11月１９日）） 

・主催型： テトを祝う会（2月） ・ ベトナム料理講習会 

（４） ベトナム語講座を継続実施する。 

（５） 新規に、留学生の相互交流と異文化理解及び日本語教育の機会として、 

『日本語スピーチコンテスト』 の次年度開催をめざし、その準備を行う。 

（６） 福山支部の元留学生との持続的交流を支援する。 

定期的に会合をもち、活動内容の協議と成果の確認を行う。 

（７） 県内の大学を訪問し、大学及びベトナム人留学生と当協会のパイプ作りに着手する。。併せ

て協会の中における「留学生会」発足の可能性を探る。 

（８） 奨学金制度の見直しと改定を行い、奨学金資金の有効活用を進める。 

（９） 青葉奨学会（里子・里親制度）の見直しと業務改善を図る。 

（10） 新たに入会案内書を制作し、会員募集と広報に役立てる。 

（11） 会報を年 2回、7月と 1月に発行する。 

 

２ 事業の実施に関する事項 
（１）特定非営利活動に係る事業 
 

事業名 
(定款に記載した事業) 

事業内容 
（●印実施予定） 

(A)当該事業の実施

日時 
(B) 当該事業の実

施場所 
(C) 従事者の人数 

 
(D)受益対象者

の範囲 
(E)人数 

事業費の金

額(単位:千
円) 

①ベトナム人留

学生の支援、

交流 

●ベトナム人留学

生への生活相談、

奨学金貸与等。 

・野外活動の実施

で留学生、実習生

などと市民の交流

を図る。 
●福山地区ベトナ

ム人の生活相談や

市民交流活動の支

援。 

(A)通年で受付 
(B)事務局 
(C)5 人 
(A)見送る 
(B) ― 
(C) ― 
 
(A)通年 
(B)福山地区 
(C)2 人 

(D)広島で学ぶ

ベトナム人留学

生 
(E)20～30 人 
(D)留学生、在

留社会人、市民

など 
(D)留学生、福

山地区の市民、

留学生 
(E) 20 人 

1,200 
 
 
 

0 
 

 
 
 
50 

②ベトナムの福

祉・教育施設

などや児童・

生徒への支援 

●①ベトナムの枯

葉剤被害者協会、

②児童保護施設、

福祉施設、 

③貧困地区小学校 

奨学金 

(A)秋 
(B)ベトナム・ホー

チミン市 
(C)2 人 
 
(Ａ)通年 

(D)ベトナム枯

葉剤被害者、貧

しい子どもたち

など 
(E)当該施設の 
関係者 200 人 

300 
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●現地の貧しい子

どもへの奨学金支

給（青葉奨学金） 

(Ｂ)ベトナム全域

(Ｃ)2 人 
(Ｄ)ベトナムの

貧しい子どもた

ちと家庭 
(Ｅ)40 人 

   308 

③ベトナム文化

の紹介、普及 

●ベトナム料理講

習会を開催し、留

学生と市民の交流

を図る。 

●ベトナム語講座

の開講。 

 
 
●ベトナム人留学

生等による日越語

通訳・翻訳の支

援。 

(A)再開 
(B)留学生会館  
(C)3 人  
 
(Ａ)年 2 回程度 
(Ｂ)広島市留学生

会館など 
(Ｃ)2 人 
(Ａ)市民、行政、

企業などの要請に

応じて随時 
(Ｂ)広島市内と近

郊 
(Ｃ)5 人 

 (D)ベトナムに

関心のある市民

ら 
(E) 10 人 
(Ｄ)ベトナムに

関心のある市民 
(Ｅ)10 人 
(Ｄ)ベトナムと

交流のある市民

や団体など 
(Ｅ)多数 

  20 
 

 
 
 

150 
 
 
 

50 

④ベトナムとの

友好親善交流 

・2024 年度実施

に向けてベトナム

親善訪問旅行を検

討する。 

(A) 2024 年度実

施 
(B) ベトナム 
(C) 5 人 
 

(D)ベトナムに

関心のある市

民、ベトナムの

人々。自費参加 

(E)10 人 

    0 

⑤国際交流イベ

ントの主催、

参加 

●ベトナムの旧正

月テトを祝う会の

実施（留学生、市

民と共に開催）。 

●「国際フェス

タ」に参加。 

・「ぺあせろべ」

など国際交流イベ

ントに留学生等と

参加。 

(A)2023 年２月 
(B)広島市留学生会

館 
(C)20 人 
(A)参加する。送る 
(B)国際会議場前  
(C)10 人 
(A)見送る 
(B) ― 
(C) ― 

(D)ベトナムに

関心のある市

民、広島在住の

ベトナム人、留

学生等 
(E)100 人 
(D)国際交流に

関心のある不特

定多数 
(E)同上 

150 
 
 
 
 
      

60 
 

⑥ベトナム社会

や経済などの

紹介 

・セミナー開催支

援などベトナムか

ら広島への訪問団

に対応する。 

(Ａ )セミナー開催

支援等要請に応じ

て対応 Ｂ)広島県

内 (Ｃ)各 3人程度 

(Ｄ)ベトナムに

関心ある市民、

企業 (Ｅ)不特

定多数 

    0 

⑦その他この法

人の目的を達

成するために

必要と認めら

れる事業 

・総会の開催、懇親

会の再開。 
 
 
 
・文化事業、その他

事業費の予備費 

(Ａ) 2023 年 6 月 
(Ｂ)広島市 
(Ｃ)5 人 
 
 
 
  

(Ｄ)会員とベト

ナムに関心のあ

る関係者 
(Ｅ）100 人 
 

800   
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（２）その他の事業    実施しない。                           

                                                                        以上 


